
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滞納処分(差し押さえ)の対象となります 

納期限を過ぎても税金を納付していただけな

い場合には、督促状を発送します。地方税法では、

『督促状を発した日から起算して 10日を経過し

た日までに完納しないとき」は「滞納者の財産を

差し押さえなければならない」と定められていま

す。しかし、市では、納税者の単なる「納め忘れ」

や「特別な事情」により納付できない場合を考慮

して、督促状の送付後も催告書を送付するなどし

て、できるだけ早期に納付していただけるように

働きかけています。 

 

納期限から滞納処分まで 

 

 

 

 

 

 

延滞金がかかります 

税金を納期限までに納めなかった場合、税額の

他に納期限の翌日から納付日までの期間に応じ

延滞金を納めていただきます。（右側へ⇒） 

 

 

 

（⇒左側より） 

納期限の翌日から１か月を経過するまで … 年 7.3％ 

納期限の翌日から１か月を経過した日以後 … 年 14.6％ 

※ただし、特例措置により下表のとおりの率となります 

納期限の翌日から 1 ヶ

月を経過するまで 

平成 14～18年 年 4．1％ 

平成 19年 年 4．4％ 

平成 20年 年 4．7％ 

平成 21年 年 4．5％ 

平成 22年～25年 年 4．3％ 

平成 26年 年 2．9％ 

平成 27～28年 年 2．8％ 

平成 29年 年 2．7％ 

平成 30年 年 2．6％ 

納期限の翌日から 1 ヶ

月を経過した日以後 

平成 14～25年 年 14．6％ 

平成 26年 年 9．2％ 

平成 27～28年 年 9．1％ 

平成 29年 年 9．0％ 

平成30～令和元年 年 8．9％ 

 

延滞金の計算（平成３１年 1 月 1 日以降） 

例:税額 50,000円 納期限 1月 31日の市県民税 

納付日 

(納期限翌日) 
延滞金の率 延滞金 

7 月 31 日 
(半年遅れた場合) 

2.6％×(28 日/365 日) 
＋ 

8.9％×(153 日/365 日) 
1,900 円 
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納期限を過ぎるとどうなるの? 


